
　　　釜石市総務企画部財政課

　

１１１１　　　　健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率のののの算定結果算定結果算定結果算定結果

※ 実質赤字比率 ・・・ 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

※ 連結実質赤字比率 ・・・ 全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率

　　赤字（不足額）がない場合（黒字の場合）は「-（該当なし）」にて標記しています。

※ 実質公債費比率 ・・・ 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

※ 将来負担比率 ・・・ 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

※ 早期健全化基準 ・・・ 自主的な改善努力による財政健全化が必要と判断される基準値

※ 財政再生基準 ・・・ 国等の関与による確実な再生が必要と判断される基準値

２２２２　　　　資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率のののの算定結果算定結果算定結果算定結果 　
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※ 資金不足比率 ・・・ 資金の不足額の事業規模に対する比率（資金不足額がない場合「-」にて標記）

※ 経営健全化基準 ・・・ 早期健全化段階とみなされる基準値

※ 病院事業会計は、公債残高がある期間中、想定企業会計として算定される。

財政状況を判断する４つの健全化判断比率と公営企業の経営状況を示す資金不足比率の公表、

並びにその比率に応じた健全化計画などの策定を義務付けています。

　当市の平成20年度決算に基づく各比率の算定結果は以下のとおりです。
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　当市の健全化判断比率は、早期健全化基準及び財政再生基準を下回っており、健全化法に基づく

釜石市の比率 財政再生基準

いずれも向上しています。

平成平成平成平成２０２０２０２０年度決算年度決算年度決算年度決算にににに基基基基づくづくづくづく健全化判断比率等健全化判断比率等健全化判断比率等健全化判断比率等についてについてについてについて

財政健全化計画及び財政再生計画の策定は不要となります。

　前年度と比較して実質公債費比率は、病院統合及び基準財政需要額に算入される公債費の増など

により0.8ﾎﾟｲﾝﾄ、将来負担比率は、地方債現在高の減及び標準財政規模の増などにより10.6ﾎﾟｲﾝﾄ、

　平成19年6月に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、地方公共団体に対し、

　当市の公営企業会計には資金不足は発生しておらず、経営健全化計画の策定は不要となります。
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◎釜石市の健全化判断比率は、全ての指標で早期健全化基準を下回りました。
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◎釜石市の資金不足比率は、全ての会計で資金不足が発生しておらず健全な
　状態にあります。
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